
※繁忙期など無料とならない日もあります。詳しくはホームページ（https://www.shobara-furari.jp/）をご覧ください。

申し込み・問い合わせ／備北丘陵公園北エリア運営協議会（事務局：観光振興課観光振興係 ☎0824ｰ73ｰ1179）

10時～14時 （12時～13時は休憩です。）

エントランスセンター国兼　１Ｆ　情報広場

300円

20人程度（小学生以下は保護者同伴）

電話でお申し込みください。
（平日８時30分～17時15分）

申込締切

12月18日（水）
※定員になり次第、締め切ります。

12/22 日

　自分でねじって、締めて、自宅に飾る、手作りのしめ縄飾りを作ります。お一人での参加や親子での参加など、
どなたでも参加できます。ぜひ、ご参加ください。

申し込み方法と　 き

ところ

参加費

定　員

除雪についての問い合わせ

▶国道・県道の場合
　広島県北部建設事務所　庄原支所土木課　☎0824ｰ72ｰ2015

▶市道の場合
　建設課管理係　　　　☎0824ｰ73ｰ1150　
　西城支所地域振興室　☎0824ｰ82ｰ2181　　東城支所産業建設室　☎08477ｰ2ｰ5141
　口和支所地域振興室　☎0824ｰ87ｰ2113　　高野支所地域振興室　☎0824ｰ86ｰ2113
　比和支所地域振興室　☎0824ｰ85ｰ3003　　総領支所地域振興室　☎0824ｰ88ｰ3065

●市は道路上に20センチメートル以上の積雪が確認
され、通行に支障がある場合に除雪作業を行います。
（国・県道は積雪15センチメートル以上）

●夜間の除雪作業は大変危険なので、原則として５時か
ら17時までの間で行います。

●道路の幅員や障害物などの状況によっては、交通規制
などを行う場合があります。

●車道・歩道上の除雪作業の障害となるものは事前に撤去するなどの対応をお願いします。また、道路脇に
設置してある電気柵などは除雪作業により破損する恐れがありますので、あらかじめ撤去しておいてく
ださい。

●路上駐車がある場合、除雪作業に支障が生じますのでご注意ください。

●家や駐車場の出入口は特に注意して除雪していますが、除雪機械の構造上、全ての雪を取り除くことはで
きません。限られた時間と人員で市内の道路交通を確保しなければならないため、寄せ雪の除去は大変困
難であり、各家庭で取り除いていただきますようご協力をお願いします。

●道路脇の樹木の枝が積雪でたわみ、通行の障害になる場合は、樹木の所有者の責任で撤去するなどの対応
をお願いします。特に危険な場合には、作業者にて伐採することがあります。

●屋根の雪やつららが道路へ落ちる恐れがある場合は、屋根に雪止めなどを設置し、事故防止の対策をして
ください。また、屋根などの敷地内の雪を道路に出す行為は道路法および道路交通法などで禁止されてい
ます。

　12 月に入り、市内各地域で積雪が予想されます。県と市は、積雪時に

道路交通を早期に確保するため除雪に努めています。除雪作業は日常生活

に欠かすことのできない道路交通を確保するための重要な作業であり、迅

速かつ効率的に行う必要がありますが、積雪量や障害物などで時間がかか

る場合もあり、道路の幅や構造によっては、除雪できない道もあります。

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

建設課管理係　☎0824ｰ73ｰ1150

にご理解とご協力を除雪作業

除雪作業を行う上でのお願い
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